
資料編

沖縄振興特別措置法
（定義） 
第三条 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。

（一号、二号略） 
　三　離島　沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。 
　六　情報通信産業　情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業、

電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構
成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業

（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びイン
ターネット付随サービス業（インターネットを利用した通信又は情報の処理若しく
は提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。）をい
う。 

　七　特定情報通信事業　情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流
通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は
受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業
その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その
事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進す
るものとして政令で定めるものをいう。 

　八　情報通信技術利用事業　情報通信産業以外の業種に属する事業者が情
報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う
事業その他の政令で定める事業をいう。 

　九　製造業等　製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。 
　十　産業高度化・事業革新促進事業　産業高度化（事業者の製品若しくは役

務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上
することをいう。以下同じ。）又は事業革新（沖縄の特産物として相当程度
認識されている農林水産物若しくは鉱工業品又は当該鉱工業品の生産に係
る技術の活用により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓す
ることをいう。以下同じ。）に特に寄与すると認められる業種として政令で定め
るものに属する事業をいう。 

十一 　国際物流拠点産業　国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点として機
能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込み又は取卸しがされ
る物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営
を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当
該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定
めるものをいう。 

十二 　特定国際物流拠点事業　国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物
流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるも
のをいう。 

（課税の特例） 
第八条 　提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内
において特定民間観光関連施設（スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化
施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設（小売業の業務を行う者の事業の
用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で
定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖
縄県知事が指定するものに限る。）であって、民間事業者が設置及び運営するもの
をいう。次条において同じ。）を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設
に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又
は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税
の特例の適用があるものとする。 

（２項略）

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第九条 　地方税法 第六条 の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促
進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施
設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に
対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地で
ある土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に
供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対す
る固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場
合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるとき
は、地方交付税法 第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基
準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度
分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあって
は、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。）のうち総
務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当
該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該
減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政収入額となるべき額から
控除した額とする。 

（情報通信産業特別地区における事業の認定） 
第三十条 　提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の
区域において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当

該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の
数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄
県知事の認定を受けることができる。 
２ 　沖縄県知事は、前項の認定を受けた法人が同項に規定する要件を欠くに至っ

たと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 
３ 　沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消

しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 
４ 　第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 

（課税の特例） 
第三十一条 　提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域
の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備を
新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、
器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若
しくは建設した場合には、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適
用があるものとする。 
２　前条第一項の認定を受けた法人の特定情報通信事業に係る所得については、

租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 
（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第三十二条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内におい
て情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増
設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷
地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、
建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さな
かった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの
措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。 

（産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等） 
第三十五条の三 　提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度
化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新
促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置（製造業等の産業高度化若し
くは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進
事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。）
の実施に関する計画（以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」
という。）を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の
沖縄県知事の認定を申請することができる。 
２ 　産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 
一　産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標 
二　産業高度化・事業革新措置の内容及び実施期間 
三　産業高度化・事業革新措置の実施体制 
四　産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達
方法 
３ 　産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表

その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 
（４項～７項略）

（課税の特例） 
第三十六条 　提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・
事業革新促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画
に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設
し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、
器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設
した場合には、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるも
のとする。 

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第三十七条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地
域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等
又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した
認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはそ
の敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び
装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税
を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、
これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 
第四十三条 　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める
要件に該当する者は、当該事業をこれらの区域内で行うことが適当である旨の主務
大臣の認定を受けることができる。 

一 外国貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定
める一群の施設の設置又は運営を行う事業 

二　前号に掲げる事業以外の事業 
（２項～４項略）
５　前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十四条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において前条第一項の認定（同項第二号に掲げる事業に係るも
のに限る。）を受けた法人で当該区域内において設立され、当該区域内において特
定国際物流拠点事業を営むものは、当該区域内に本店又は主たる事務所を有する
ものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他
政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

（２項、３項略）
４ 　第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

（手数料の軽減）
第四十六条 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、
前条第二項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第三項の規定に
より保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第百条 の
規定により納付すべき当該許可の手数料（第四十三条第一項の認定（同項第二
号に掲げる事業に係るものに限る。）を受けた者がした同法第五十条第一項 又は
第六十一条の五第一項 の規定による届出により同法第五十条第二項 又は第六十
一条の五第二項 の規定により同法第四十二条第一項 又は第五十六条第一項 の
許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際
物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある
土地又は施設に係るものの手数料を含む。）を軽減することができる。

（課税の特例）
第四十八条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は
増設した者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びそ
の附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法 
で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
２ 第四十四条第一項の認定を受けた法人の特定国際物流拠点事業に係る所得

については、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用がある
ものとする。

（インターネット付随サービス業）
第一条の二 　法第三条第六号 の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サー
バ運営業（情報通信業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索
することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行う
もの（通信業及び情報サービス業に属するものを除く。）をいう。）、アプリケーション・サー
ビス・コンテンツ・プロバイダ（情報通信業に属する事業のうち、コンテンツ（コンテ
ンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二条第一項 に規定するコンテン
ツをいう。）の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを
利用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属するものを除く。）をいう。）及び
インターネット利用サポート業（電子署名及び認証業務に関する法律 第二条第二項 
に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行
う事業をいう。）に係る事業活動とする。

（特定情報通信事業）
第二条 　法第三条第七号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は

委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う
事業（これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベース
の作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に
対する支援を行う事業を含む。）

二 電気通信事業（電気通信事業法 第二条第四号 に規定する電気通信事業を
いう。次号において同じ。）のうち、インターネット接続サービスを行うもの

三 電気通信事業のうち、電気通信設備（電気通信事業法第二条第二号 に規
定する電気通信設備をいう。以下同じ。）を介して、前号の事業を行う者の電
気通信設備を相互に接続するもの

四 移動端末設備（電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ロに規定する
移動端末設備をいう。）その他の電気通信設備に係るプログラム（電子計算機
に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを
いう。）の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行に
より当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定す
る機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企
業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業 

五 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他
の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置）
第四十九条 第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域
内において国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者につい
て、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の
取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業
に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又
はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省
令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

（経済金融活性化特別地区における事業の認定）
第五十六条 経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域
内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属
する事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであるこ
と、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める
要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
(2 項 3 項略）
４ 　第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

（課税の特例）
第五十七条 経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化
計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設
した法人が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに
建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税
特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
２ 前条第一項の認定を受けた法人の認定経済金融活性化計画に定められた特

定経済金融活性化産業に属する事業に係る所得については、租税特別措置
法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置）
第五十八条 第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化計画に定められ
た特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、
その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取
得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に
係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又は
これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令
で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

沖縄振興特別措置法施行令
合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機
に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業 

六 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子
計算機であって、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律 
第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するために必要な
措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられてい
るものにおいて顧客の情報の保管を行う事業 

（情報通信技術利用事業）
第三条 法第三条第八号 の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業と
する。
一 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に

掲げるもの
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利

の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込
みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の
業務

ロ 新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料
を得るためにする市場調査その他の調査の業務

ハ　顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記
録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であっ
て、複数の顧客からの委託を受けて行うもの

二 前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理
又は分析の業務 

（産業高度化・事業革新促進事業）
第四条 　法第三条第十号 に定める業種は、次のとおりとする。
一　機械修理業 
二 デザイン業 
三　機械設計業 
四　経営コンサルタント業 
五 エンジニアリング業 
六　非破壊検査業 
七　自然科学研究所 

2017 沖縄の特区・地域税制活用Q&A 492017 沖縄の特区・地域税制活用Q&A48



資料編

沖縄振興特別措置法
（定義） 
第三条 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。

（一号、二号略） 
　三　離島　沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。 
　六　情報通信産業　情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業、

電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構
成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業

（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びイン
ターネット付随サービス業（インターネットを利用した通信又は情報の処理若しく
は提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。）をい
う。 

　七　特定情報通信事業　情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流
通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は
受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業
その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その
事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進す
るものとして政令で定めるものをいう。 

　八　情報通信技術利用事業　情報通信産業以外の業種に属する事業者が情
報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う
事業その他の政令で定める事業をいう。 

　九　製造業等　製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。 
　十　産業高度化・事業革新促進事業　産業高度化（事業者の製品若しくは役

務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上
することをいう。以下同じ。）又は事業革新（沖縄の特産物として相当程度
認識されている農林水産物若しくは鉱工業品又は当該鉱工業品の生産に係
る技術の活用により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓す
ることをいう。以下同じ。）に特に寄与すると認められる業種として政令で定め
るものに属する事業をいう。 

十一 　国際物流拠点産業　国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点として機
能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込み又は取卸しがされ
る物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営
を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当
該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定
めるものをいう。 

十二 　特定国際物流拠点事業　国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物
流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるも
のをいう。 

（課税の特例） 
第八条 　提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内
において特定民間観光関連施設（スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化
施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設（小売業の業務を行う者の事業の
用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で
定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖
縄県知事が指定するものに限る。）であって、民間事業者が設置及び運営するもの
をいう。次条において同じ。）を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設
に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又
は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税
の特例の適用があるものとする。 

（２項略）

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第九条 　地方税法 第六条 の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促
進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施
設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に
対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地で
ある土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に
供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対す
る固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場
合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるとき
は、地方交付税法 第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基
準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度
分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあって
は、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。）のうち総
務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当
該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該
減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政収入額となるべき額から
控除した額とする。 

（情報通信産業特別地区における事業の認定） 
第三十条 　提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の
区域において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当

該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の
数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄
県知事の認定を受けることができる。 
２ 　沖縄県知事は、前項の認定を受けた法人が同項に規定する要件を欠くに至っ

たと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 
３ 　沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消

しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 
４ 　第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 

（課税の特例） 
第三十一条 　提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域
の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備を
新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、
器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若
しくは建設した場合には、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適
用があるものとする。 
２　前条第一項の認定を受けた法人の特定情報通信事業に係る所得については、

租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 
（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第三十二条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内におい
て情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増
設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷
地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、
建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さな
かった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの
措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。 

（産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等） 
第三十五条の三 　提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度
化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新
促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置（製造業等の産業高度化若し
くは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進
事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。）
の実施に関する計画（以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」
という。）を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の
沖縄県知事の認定を申請することができる。 
２ 　産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 
一　産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標 
二　産業高度化・事業革新措置の内容及び実施期間 
三　産業高度化・事業革新措置の実施体制 
四　産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達
方法 
３ 　産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表

その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 
（４項～７項略）

（課税の特例） 
第三十六条 　提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・
事業革新促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画
に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設
し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、
器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設
した場合には、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるも
のとする。 

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第三十七条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地
域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等
又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した
認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはそ
の敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び
装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税
を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、
これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 
第四十三条 　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める
要件に該当する者は、当該事業をこれらの区域内で行うことが適当である旨の主務
大臣の認定を受けることができる。 

一　外国貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定
める一群の施設の設置又は運営を行う事業 

二　前号に掲げる事業以外の事業 
（２項～４項略）
５　前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第四十四条 　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において前条第一項の認定（同項第二号に掲げる事業に係るも
のに限る。）を受けた法人で当該区域内において設立され、当該区域内において特
定国際物流拠点事業を営むものは、当該区域内に本店又は主たる事務所を有する
ものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他
政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 

（２項、３項略）
４ 　第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

（手数料の軽減） 
第四十六条 　税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、
前条第二項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第三項の規定に
より保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第百条 の
規定により納付すべき当該許可の手数料（第四十三条第一項の認定（同項第二
号に掲げる事業に係るものに限る。）を受けた者がした同法第五十条第一項 又は
第六十一条の五第一項 の規定による届出により同法第五十条第二項 又は第六十
一条の五第二項 の規定により同法第四十二条第一項 又は第五十六条第一項 の
許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際
物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある
土地又は施設に係るものの手数料を含む。）を軽減することができる。 

（課税の特例） 
第四十八条 　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業
集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は
増設した者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びそ
の附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法 
で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 
２ 　第四十四条第一項の認定を受けた法人の特定国際物流拠点事業に係る所得

については、租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用がある
ものとする。 

（インターネット付随サービス業） 
第一条の二 　法第三条第六号 の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サー
バ運営業（情報通信業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索
することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行う
もの（通信業及び情報サービス業に属するものを除く。）をいう。）、アプリケーション・サー
ビス・コンテンツ・プロバイダ（情報通信業に属する事業のうち、コンテンツ（コンテ
ンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二条第一項 に規定するコンテン
ツをいう。）の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを
利用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属するものを除く。）をいう。）及び
インターネット利用サポート業（電子署名及び認証業務に関する法律 第二条第二項 
に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行
う事業をいう。）に係る事業活動とする。 

（特定情報通信事業） 
第二条 　法第三条第七号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。 
一　自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は

委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う
事業（これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベース
の作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に
対する支援を行う事業を含む。） 

二　電気通信事業（電気通信事業法 第二条第四号 に規定する電気通信事業を
いう。次号において同じ。）のうち、インターネット接続サービスを行うもの 

三　電気通信事業のうち、電気通信設備（電気通信事業法第二条第二号 に規
定する電気通信設備をいう。以下同じ。）を介して、前号の事業を行う者の電
気通信設備を相互に接続するもの 

四　移動端末設備（電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ロに規定する
移動端末設備をいう。）その他の電気通信設備に係るプログラム（電子計算機
に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを
いう。）の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行に
より当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定す
る機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企
業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業 

五　自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他
の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第四十九条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域
内において国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者につい
て、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の
取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業
に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又
はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省
令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。 

（経済金融活性化特別地区における事業の認定） 
第五十六条 　経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域
内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属
する事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであるこ
と、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める
要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
(2 項 3 項略） 
４ 　第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 

（課税の特例） 
第五十七条 　経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化
計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設
した法人が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに
建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税
特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 
２ 　前条第一項の認定を受けた法人の認定経済金融活性化計画に定められた特

定経済金融活性化産業に属する事業に係る所得については、租税特別措置
法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 
第五十八条 　第九条の規定は、地方税法第六条 の規定により、地方公共団体が、
経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化計画に定められ
た特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、
その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取
得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に
係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又は
これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令
で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

沖縄振興特別措置法施行令
合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機
に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業 

六　入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子
計算機であって、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律 
第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するために必要な
措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられてい
るものにおいて顧客の情報の保管を行う事業 

（情報通信技術利用事業） 
第三条 　法第三条第八号 の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業と
する。 
一　電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に

掲げるもの
イ　商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利

の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込
みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の
業務

ロ　新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料
を得るためにする市場調査その他の調査の業務

ハ　顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記
録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であっ
て、複数の顧客からの委託を受けて行うもの

二　前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理
又は分析の業務 

（産業高度化・事業革新促進事業） 
第四条 　法第三条第十号 に定める業種は、次のとおりとする。 
一　機械修理業 
二　デザイン業 
三　機械設計業 
四　経営コンサルタント業 
五　エンジニアリング業 
六　非破壊検査業 
七　自然科学研究所 
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（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第四十二条の九 　青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成
三十一年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の
第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備
で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは
増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適
用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。）でその製作
若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を
製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に
供したとき（同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げ
る事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五
項 に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。）は、その事業の
用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年

租税特別措置法
度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第六項において「供用年度」
という。）の所得に対する調整前法人税額（第四十二条の四第八項第二号に規定
する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。）からその事業の用に
供した当該工業用機械等の取得価額（一の生産等設備を構成するものの取得価
額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得
価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうち
に占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計
算した金額の合計額（以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。）
を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当す
る金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額
を限度とする。

八　電気業（沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の
向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱
工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で
定める施設又は設備を法第三十五条第二項第二号 に規定する産業高度化・
事業革新促進地域の区域内において設置して行うものに限る。） 

九　商品検査業 
十　計量証明業 
十一 　研究開発支援検査分析業 

（国際物流拠点産業） 
第四条の二 　法第三条第十一号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。 
一　道路貨物運送業 
二　倉庫業 
三　こん包業 
四　卸売業 
五　無店舗小売業（訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際

物流拠点（法第三条第十一号 に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。）
において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。） 

六　機械等修理業（国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修
理を行うものに限る。） 

七　不動産賃貸業（その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令
で
　　定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。） 
八　製造業 
九　航空機整備業 

（特定国際物流拠点事業） 
第五条 　法第三条第十二号 の政令で定める事業は、前条第二号、第三号、第
五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事業とする。 　  

（観光地形成促進地域の要件） 
第六条 　法第六条第二項第二号 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 
二　自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号 に規定する観

光関連施設（以下この条において単に「観光関連施設」という。）の整備を
図ることが相当と認められる地域であること。 

三　観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。 
四　観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。 

（販売施設の要件等） 
第七条 　法第八条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設（以下この条において「小

売施設」という。）、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設（以
下この条において「飲食施設」という。）及びイからホまでに掲げる施設のうち
いずれかの施設（第四号及び次条第一号において「附帯施設」という。）が
一体的に設置される施設であること。
イ　スポーツ又はレクリエーション施設
ロ　教養文化施設
ハ　休養施設
ニ　集会施設
ホ　観光に関する情報を提供する施設

二　一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。 
三　小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上

であること。 
四　附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむ

ね四分の一以上であること。 

（情報通信産業振興地域の要件） 
第九条 　法第二十八条第二項第二号 の政令で定める要件は、次に掲げるものと
する。 
一　経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが

相当と認められる地域であること。 
二　その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況から

みて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給
する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。 

三　その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務
に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高
等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行う
ための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設（次条において「研
究施設等」という。）が存在すること。 

（情報通信産業特別地区の要件） 
第十条 　法第二十八条第二項第三号 の政令で定める要件は、次に掲げるものと
する。 
一　その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。 
二　高度な情報通信基盤が整備されていること。 

三　その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業
の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が
提供する役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。 

（事業認定の要件等） 
第十一条 　法第三十条第一項 の政令で定める数は、五人とする。 
２ 　法第三十条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める

場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

二　提出情報通信産業振興計画（法第二十九条第一項 に規定する提出情報通
信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。）に定められた情報通信産
業特別地区（法第二十八条第二項第三号 に規定する情報通信産業特別地
区をいう。以下この項において同じ。）の区域内においては、専ら特定情報通
信事業を営むものであること。 

三　当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通
信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を
行わないものであること。
イ　当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
ロ　当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
ハ　当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業

務
ニ　当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
ホ　当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
ヘ　当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う

業務
ト　 イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務

四　当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通
信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、
当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のい
ずれか多い数以下であること。 

第十二条 　法第三十条第一項 の認定（次項及び第三項において「事業認定」
という。）を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主た
る事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請
書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 
２ 　事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、

若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその
旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

３ 　事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があっ
たとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第
二項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、
主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なけれ
ばならない。 

（外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設） 
第十五条 　法第四十三条第一項第一号 の政令で定める一群の施設は、貿易に
関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの（これと一
体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。）とする。 
一　次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設

イ　外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕
分その他の手入れ

ロ　外国貨物の加工又はこれを原料とする製造（混合を含む。）
ハ　外国貨物の展示又はこれに関連する使用（これらの行為のうち関税法施

のもるす定規に 十の条一十五第）号十五百第令政年九十二和昭（ 令行
に限る。）

二　次に掲げる施設
イ　前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
ロ　貿易の促進に寄与する新商品（部品を含む。）の開発又は輸入された貨

物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
ハ　貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設

（国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定を受けることができ
る者の要件等） 
第十六条 ）。る限にのもる係に業事るげ掲に 号一第項同（ 項一第条三十四第法　 
の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一 に定める要件
を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画（法第四十二条第一項 
に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。）に定められた国
際物流拠点産業集積地域（法第四十一条第二項第二号 に規定する国際物流拠
点産業集積地域をいう。以下同じ。）の区域内においてその所有し、又は管理する
一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について
関税法 第六十二条の八第一項 に規定する総合保税地域の許可（以下単に「総
合保税地域の許可」という。）を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る
事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号 及び第六号 に掲
げる基準に適合するものとする。 
２ 定認の）。る限にのもる係に業事るげ掲に 号二第項同（ 項一第条三十四第法　

を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の

区域内の土地又は建設物その他の施設（以下「施設等」という。）の全部又
は一部について関税法第四十二条第一項 、第五十六条第一項又は第六十
二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可（以
下「保税蔵置場等の許可」という。）を受けて事業を行おうとする者（同法第
四十三条第一号 から第八号 まで（同法第六十一条の四 及び第六十二条の
七 において準用する場合を含む。）に掲げる場合に該当するものを除き、施設
等の全部又は一部について同法第五十条第一項 又は第六十一条の五第一
項 の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。） 

二　法第四十三条第一項 の認定（同項第一号 に掲げる事業に係るものに限る。）
を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定めら
れた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等（総合保税地域の許可
に係るものに限る。）において事業を行おうとする者（関税法第四十三条第一
号 から第七号 までに掲げる場合に該当するものを除く。）で、その資力その他
の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項 に規定する総合保税地域の業
務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの 

第十七条 　法第四十三条第一項 の認定（以下この節において「事業認定」と
いう。）を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に
提出しなければならない。 

（特別事業認定の要件等） 
第二十一条 　法第四十四条第一項 の政令で定める数は、十五人とする。 
２ 　法第四十四条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める

場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

二　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の
区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。 

三　第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠
点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当
該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設
又は設備を有するものであること。 

四　第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠
点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当
該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設
又は設備を有するものであること。 

五　当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国
際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区
分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
イ　第四条の二第二号、第三号、第六号及び第九号に掲げる事業　次に掲げ

る業務
務業う行を査調るす関に務役るす供提が人法該当　）１（ 

務業う行を伝宣は又告広の務役るす供提が人法該当　）２（ 
　）３（ 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務

務業う行を付受のみ込申は又み込申の約契の務役るす供提が人法該当　）４（ 
務業う行を供提の報情るす関に務役たし供提が人法該当　）５（ 

務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 
ロ　第四条の二第五号に掲げる事業　次に掲げる業務

務業う行を査調るす関に務役るす供提が人法該当　）１（ 
務業う行を伝宣は又告広の資物るす売販が人法該当　）２（ 

務業う行を伝宣は又告広のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）３（ 
締は又誘勧のみ込申の約契のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）４（ 

結の勧誘を行う業務
のみ込申は又み込申の約契のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）５（ 

受付を行う業務
務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 

ハ　第四条の二第八号に掲げる事業　次に掲げる業務

務業う行を査調るす関に品製るす造製が人法該当　）１（ 
務業う行を伝宣は又告広の品製るす造製が人法該当　）２（ 

務業う行を売販の品製るす造製が人法該当　）３（ 
務業う行を供提の報情るす関に品製たし売販が人法該当　）４（ 

めたるす達調を料材は又料原な要必にめたるす造製を品製が人法該当　）５（ 
の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務

務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 
六　当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国

際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員
の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は
五人のいずれか多い数以下であること。 

第二十二条 　法第四十四条第一項 の認定（以下「特別事業認定」という。）を
受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所そ
の他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主
務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 
２ 　特別事業認定を受けた法人は、当該特別事業認定に係る事業を開始し、又

は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あら
かじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

（3 項略）

（事業認定の要件等） 
第二十六条 　法第五十六条第一項 の政令で定める数は、五人とする。 
２ 　法第五十六条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　事業計画が適切であると認められること。 
二　業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。 
三　役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反した

ために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受
けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。 

四　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める
場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

五　経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として認定経済金融活性
化計画（法第五十五条の三第一項 に規定する認定経済金融活性化計画を
いう。第七号及び次条第一項において同じ。）に定められた特定経済金融活
性化産業（法第五十五条の二第二項第二号 に規定する特定経済金融活性
化産業をいう。第七号及び次条第一項において同じ。）に属する事業を営むも
のであること。 

六　経済金融活性化特別地区の区域（その周辺の地域を含む。）の就業人口の
増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するも
のであること。 

七　認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事
業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。 

八　その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令
で定める事業を行わないものであること。 

第二十七条 　法第五十六条第一項 の認定（次項及び第三項において「事業認
定」という。）を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主
たる事務所その他の事業所の所在地及び認定経済金融活性化計画に定められた
特定経済金融活性化産業に属する事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定
める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出
しなければならない。 
２ 　事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、

若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその
旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

３ 　事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった
とき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項
第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなく
なったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届
け出なければならない。 
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（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第四十二条の九 　青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成
三十一年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の
第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備
で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは
増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適
用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。）でその製作
若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を
製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に
供したとき（同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げ
る事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五
項 に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。）は、その事業の
用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年

租税特別措置法
度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第六項において「供用年度」
という。）の所得に対する調整前法人税額（第四十二条の四第八項第二号に規定
する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。）からその事業の用に
供した当該工業用機械等の取得価額（一の生産等設備を構成するものの取得価
額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得
価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうち
に占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計
算した金額の合計額（以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。）
を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当す
る金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額
を限度とする。

八　電気業（沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の
向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱
工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で
定める施設又は設備を法第三十五条第二項第二号 に規定する産業高度化・
事業革新促進地域の区域内において設置して行うものに限る。） 

九　商品検査業 
十　計量証明業 
十一 　研究開発支援検査分析業 

（国際物流拠点産業） 
第四条の二 　法第三条第十一号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。 
一　道路貨物運送業 
二　倉庫業 
三　こん包業 
四　卸売業 
五　無店舗小売業（訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際

物流拠点（法第三条第十一号 に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。）
において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。） 

六　機械等修理業（国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修
理を行うものに限る。） 

七　不動産賃貸業（その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令
で
　　定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。） 
八　製造業 
九　航空機整備業 

（特定国際物流拠点事業） 
第五条 　法第三条第十二号 の政令で定める事業は、前条第二号、第三号、第
五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事業とする。 　  

（観光地形成促進地域の要件） 
第六条 　法第六条第二項第二号 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 
二　自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号 に規定する観

光関連施設（以下この条において単に「観光関連施設」という。）の整備を
図ることが相当と認められる地域であること。 

三　観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。 
四　観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。 

（販売施設の要件等） 
第七条 　法第八条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設（以下この条において「小

売施設」という。）、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設（以
下この条において「飲食施設」という。）及びイからホまでに掲げる施設のうち
いずれかの施設（第四号及び次条第一号において「附帯施設」という。）が
一体的に設置される施設であること。
イ　スポーツ又はレクリエーション施設
ロ　教養文化施設
ハ　休養施設
ニ　集会施設
ホ　観光に関する情報を提供する施設

二　一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。 
三　小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上

であること。 
四　附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむ

ね四分の一以上であること。 

（情報通信産業振興地域の要件） 
第九条 　法第二十八条第二項第二号 の政令で定める要件は、次に掲げるものと
する。 
一　経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが

相当と認められる地域であること。 
二　その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況から

みて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給
する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。 

三　その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務
に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高
等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行う
ための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設（次条において「研
究施設等」という。）が存在すること。 

（情報通信産業特別地区の要件） 
第十条 　法第二十八条第二項第三号 の政令で定める要件は、次に掲げるものと
する。 
一　その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。 
二　高度な情報通信基盤が整備されていること。 

三　その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業
の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が
提供する役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。 

（事業認定の要件等） 
第十一条 　法第三十条第一項 の政令で定める数は、五人とする。 
２ 　法第三十条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める

場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

二　提出情報通信産業振興計画（法第二十九条第一項 に規定する提出情報通
信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。）に定められた情報通信産
業特別地区（法第二十八条第二項第三号 に規定する情報通信産業特別地
区をいう。以下この項において同じ。）の区域内においては、専ら特定情報通
信事業を営むものであること。 

三　当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通
信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を
行わないものであること。
イ　当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
ロ　当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
ハ　当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業

務
ニ　当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
ホ　当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
ヘ　当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う

業務
ト　 イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務

四　当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通
信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、
当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のい
ずれか多い数以下であること。 

第十二条 　法第三十条第一項 の認定（次項及び第三項において「事業認定」
という。）を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主た
る事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請
書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 
２ 　事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、

若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその
旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

３ 　事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があっ
たとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第
二項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、
主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なけれ
ばならない。 

（外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設） 
第十五条 　法第四十三条第一項第一号 の政令で定める一群の施設は、貿易に
関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの（これと一
体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。）とする。 
一　次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設

イ　外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕
分その他の手入れ

ロ　外国貨物の加工又はこれを原料とする製造（混合を含む。）
ハ　外国貨物の展示又はこれに関連する使用（これらの行為のうち関税法施

のもるす定規に 十の条一十五第）号十五百第令政年九十二和昭（ 令行
に限る。）

二　次に掲げる施設
イ　前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
ロ　貿易の促進に寄与する新商品（部品を含む。）の開発又は輸入された貨

物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
ハ　貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設

（国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定を受けることができ
る者の要件等） 
第十六条 ）。る限にのもる係に業事るげ掲に 号一第項同（ 項一第条三十四第法　 
の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一 に定める要件
を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画（法第四十二条第一項 
に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。）に定められた国
際物流拠点産業集積地域（法第四十一条第二項第二号 に規定する国際物流拠
点産業集積地域をいう。以下同じ。）の区域内においてその所有し、又は管理する
一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について
関税法 第六十二条の八第一項 に規定する総合保税地域の許可（以下単に「総
合保税地域の許可」という。）を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る
事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号 及び第六号 に掲
げる基準に適合するものとする。 
２ 定認の）。る限にのもる係に業事るげ掲に 号二第項同（ 項一第条三十四第法　

を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の

区域内の土地又は建設物その他の施設（以下「施設等」という。）の全部又
は一部について関税法第四十二条第一項 、第五十六条第一項又は第六十
二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可（以
下「保税蔵置場等の許可」という。）を受けて事業を行おうとする者（同法第
四十三条第一号 から第八号 まで（同法第六十一条の四 及び第六十二条の
七 において準用する場合を含む。）に掲げる場合に該当するものを除き、施設
等の全部又は一部について同法第五十条第一項 又は第六十一条の五第一
項 の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。） 

二　法第四十三条第一項 の認定（同項第一号 に掲げる事業に係るものに限る。）
を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定めら
れた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等（総合保税地域の許可
に係るものに限る。）において事業を行おうとする者（関税法第四十三条第一
号 から第七号 までに掲げる場合に該当するものを除く。）で、その資力その他
の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項 に規定する総合保税地域の業
務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの 

第十七条 　法第四十三条第一項 の認定（以下この節において「事業認定」と
いう。）を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に
提出しなければならない。 

（特別事業認定の要件等） 
第二十一条 　法第四十四条第一項 の政令で定める数は、十五人とする。 
２ 　法第四十四条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める

場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

二　提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の
区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。 

三　第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠
点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当
該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設
又は設備を有するものであること。 

四　第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠
点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当
該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設
又は設備を有するものであること。 

五　当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国
際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区
分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
イ　第四条の二第二号、第三号、第六号及び第九号に掲げる事業　次に掲げ

る業務
務業う行を査調るす関に務役るす供提が人法該当　）１（ 

務業う行を伝宣は又告広の務役るす供提が人法該当　）２（ 
　）３（ 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務

務業う行を付受のみ込申は又み込申の約契の務役るす供提が人法該当　）４（ 
務業う行を供提の報情るす関に務役たし供提が人法該当　）５（ 

務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 
ロ　第四条の二第五号に掲げる事業　次に掲げる業務

務業う行を査調るす関に務役るす供提が人法該当　）１（ 
務業う行を伝宣は又告広の資物るす売販が人法該当　）２（ 

務業う行を伝宣は又告広のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）３（ 
締は又誘勧のみ込申の約契のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）４（ 

結の勧誘を行う業務
のみ込申は又み込申の約契のめたるす達調を資物るす売販が人法該当　）５（ 

受付を行う業務
務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 

ハ　第四条の二第八号に掲げる事業　次に掲げる業務

務業う行を査調るす関に品製るす造製が人法該当　）１（ 
務業う行を伝宣は又告広の品製るす造製が人法該当　）２（ 

務業う行を売販の品製るす造製が人法該当　）３（ 
務業う行を供提の報情るす関に品製たし売販が人法該当　）４（ 

めたるす達調を料材は又料原な要必にめたるす造製を品製が人法該当　）５（ 
の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務

務業るす随付に務業るげ掲にでま）５（らか）１（　）６（ 
六　当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国

際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員
の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は
五人のいずれか多い数以下であること。 

第二十二条 　法第四十四条第一項 の認定（以下「特別事業認定」という。）を
受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所そ
の他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主
務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 
２ 　特別事業認定を受けた法人は、当該特別事業認定に係る事業を開始し、又

は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あら
かじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

（3 項略）

（事業認定の要件等） 
第二十六条 　法第五十六条第一項 の政令で定める数は、五人とする。 
２ 　法第五十六条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 
一　事業計画が適切であると認められること。 
二　業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。 
三　役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反した

ために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受
けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。 

四　当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める
場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間
を減じた期間を経過していないこと。 

五　経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として認定経済金融活性
化計画（法第五十五条の三第一項 に規定する認定経済金融活性化計画を
いう。第七号及び次条第一項において同じ。）に定められた特定経済金融活
性化産業（法第五十五条の二第二項第二号 に規定する特定経済金融活性
化産業をいう。第七号及び次条第一項において同じ。）に属する事業を営むも
のであること。 

六　経済金融活性化特別地区の区域（その周辺の地域を含む。）の就業人口の
増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するも
のであること。 

七　認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事
業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。 

八　その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令
で定める事業を行わないものであること。 

第二十七条 　法第五十六条第一項 の認定（次項及び第三項において「事業認
定」という。）を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主
たる事務所その他の事業所の所在地及び認定経済金融活性化計画に定められた
特定経済金融活性化産業に属する事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定
める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出
しなければならない。 
２ 　事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、

若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその
旨を沖縄県知事に届け出なければならない。 

３ 　事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった
とき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項
第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなく
なったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届
け出なければならない。 

資料編
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（一号略）

資料編

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第二十七条の九 　法第四十二条の九第一項 に規定する政令で定める期間は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 
一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号

の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第六条第一項 に規定する観光地形成促進計画につき同条
第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第
二項第二号 に規定する観光地形成促進地域（以下この号において「観光地
形成促進地域」という。）に該当することとなつた地区については、当該変更
につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出のあつた
日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第八項 
の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、
当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五項 の規
定による提出のあつた日までの期間） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第二十八条第一項 に規定する情報通信産業振興計画につ
き同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに
同条第二項第二号 に規定する情報通信産業振興地域（以下この号において

「情報通信産業振興地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出
のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条
第八項 の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区につ
いては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五
項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進
計画につき同条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更によ
り新たに同条第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以
下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当するこ
ととなつた地区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同

租税特別措置法施行令　
条第四項 の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日まで
の期間（当該期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進
地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更
につき同項 において準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの
期間） 

四　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画
につき同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新
たに同条第二項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この
号において「国際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた
地区については、当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 
の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当
該期間内に同条第八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しな
いこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 にお
いて準用する同条第五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

五　法第四十二条の九第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化
特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供
する設備の新設又は増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二
第一項 に規定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第
五十五条第四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当す
ることとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五
十五条の三第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつ
た事業についてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十
五条の二第五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの
期間（当該期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更に
より当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当
該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五
条の三第一項 の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業に
ついては当該初日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五
十五条の二第五項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 
の規定により同法第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認

２ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控
除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人
税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場
合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相
当する金額（当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につ
き前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除さ
れる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控
除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

３ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開
始の日前四年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に
該当する場合には、当該連結事業年度（以下この項において「四年以内連
結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出（四
年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人
による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書の提出）をして
いる場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。）における税額控
除限度額（当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第
一項に規定する税額控除限度額（当該法人に係るものに限る。以下この項に
おいて「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第一項の規定（連
結税額控除限度額については、同条第一項の規定）による控除をしてもなお
控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において調整前
法人税額から控除された金額（既に同条第二項の規定により四年以内連結事
業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含
む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、当該控除
済金額を控除した残額）の合計額をいう。

（４項略） 
５ 　第一項の規定は、確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加

させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は
更正請求書を含む。）に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取
得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類
の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控
除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等
に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。 

６ 　第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一
号 に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細
書の添付がある場合（第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人

については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に
規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年
度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）
の同法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後
の各事業年度にあつては、同条第三十一号 の確定申告書）に第六十八条の
十三第二項 に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場
合）で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書
等（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請
求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項
の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控
除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があ
る場合に限り、適用する。

（７項、8 項略） 
９ 　第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定地域における工業用機械等の特別償却） 
第四十五条 　青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の
各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業
の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、
当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産（同表の他の
号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。）
を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当
該法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得した当該
工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区
内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特
別措置法第三十五条の三第五項 に規定する認定事業者が当該事業の用に供した
場合に限る。）は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却
限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該
工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機械等の取得
価額（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第
一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第
二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それ
ぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得
価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうち
に占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計
算した金額をいう。）との合計額とする。

(2 項 3 項略）
４ 　第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合につ

いて準用する。 
 

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第六十条 　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の
表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの（当該各号の上欄に規定する提出の
日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務

所を有するものに限る。）が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から同日
以後十年を経過する日までの期間（当該内国法人が合併により設立された法人であ
る場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間）内に
終了する事業年度に限る。）において、当該地区内において行われる当該各号の
下欄に掲げる事業（当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事
業として政令で定める事業を含む。）に係る所得の金額として政令で定める金額を有
する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特
別措置法第五十六条第一項 の規定による認定を同法第五十五条第一項 の
規定による指定の日から平成三十一年三月三十一日までの間に受けた法人に
該当するもの（当該指定の日以後に設立された法人で、同項 の規定により経
済金融活性化特別地区として指定された地区（同条第四項 又は第五項 の規
定により変更があつたときは、その変更後の地区）内に本店又は主たる事務所
を有するものに限る。）が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から
同日以後十年を経過する日までの期間（当該内国法人が合併により設立された
法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定め
る期間）内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事
業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金
額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年
度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の
事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する
割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当
該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

３ 　前二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用
しない。 

一 　第四十二条の九第一項又は第二項の規定 
二 　第四十五条の規定 
三 　第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定 

四 　第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項
又は第十二項の規定 

４ 　第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の
確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関
する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入され
る金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合
において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係る
その損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。 

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合
においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があ
ると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合
に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。 

６ 　第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額
に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 の規定の適
用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。 

７ 　第一項の表の各号の中欄に掲げる地区又は第二項に規定する経済金融活性
化特別地区として指定された地区に変更があつた場合における第一項に規定
する提出の日又は第二項に規定する指定の日、これらの規定の適用を受けた
法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。 

地　　区 割　　合事　　業 資　　産
一　沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地

形成促進計画において同法第六条第二項第二号に規定す
る観光地形成促進地域として定められている地区

同法第八条第一項に規定する
特定民間観光関連施設の設置
又は運営に関する事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備並びに構築物
については、百分の八）

当該特定民間観光関連施設に含まれる機
械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物のうち、政令で定めるもの

地区又は地域 割　　合事　　業 資　　産

二　沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提
出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五
条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地
域として定められている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の三十四（建物及び
その附属設備については、
百分の二十）

機械及び装置、器具及び備品（専ら開発研
究の用に供されるものその他の政令で定め
るものに限る。）並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

三　沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国
際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項
第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定めら
れている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の五十（建物及びそ
の附属設備については、百
分の二十五）

機械及び装置並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

四　沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済
金融活性化特別地区として指定された地区

同法第五十五条の四に規定す
る認定経済金融活性化計画に
記載された同法第五十五条の
二第二項第二号に規定する特
定経済金融活性化産業に属す
る事業

百分の五十（建物及びそ
の附属設備については、百
分の二十五）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）並びに建物及びその附
属設備

五　沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 百分の八政令で定める建物及びその附属設備

三　沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提
出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五
条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地
域として定められている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置、器具及び備品（専ら開発研
究の用に供されるものその他の政令で定め
るものに限る。）並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

四　沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国
際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項
第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定めら
れている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

五　沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済
金融活性化特別地区として指定された地区

同法第五十五条の四に規定す
る認定経済金融活性化計画に
記載された同法第五十五条の
二第二項第二号に規定する特
定経済金融活性化産業に属す
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）並びに建物及びその附
属設備

二　沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報
通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第二号に
規定する情報通信産業振興地域として定められている地区

電気通信業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備並びに構築物
については、百分の八）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）、政令で定める建物及び
その附属設備並びに政令で定める構築物

法　　人 地　　区 事　　業

一　沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を
同法第二十八条第五項の規定による提出の日から平成三
十一年三月三十一日までの間に受けた法人

同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計
画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通
信産業特別地区として定められている地区

同法第三十条第一項に規定する特定情報
通信事業

二　沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を
同法第四十一条第五項の規定による提出の日から平成三十
一年三月三十一日までの間に受けた法人

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集
積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国
際物流拠点産業集積地域として定められている地区

同法第四十四条第一項に規定する特定国
際物流拠点事業

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第二十七条の九 　法第四十二条の九第一項 に規定する政令で定める期間は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 
一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号

の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第六条第一項 に規定する観光地形成促進計画につき同条
第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第
二項第二号 に規定する観光地形成促進地域（以下この号において「観光地
形成促進地域」という。）に該当することとなつた地区については、当該変更
につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出のあつた
日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第八項 
の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、
当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五項 の規
定による提出のあつた日までの期間） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第二十八条第一項 に規定する情報通信産業振興計画につ
き同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに
同条第二項第二号 に規定する情報通信産業振興地域（以下この号において

「情報通信産業振興地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出
のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条
第八項 の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区につ
いては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五
項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進
計画につき同条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更によ
り新たに同条第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以
下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当するこ
ととなつた地区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同

条第四項 の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日まで
の期間（当該期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進
地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更
につき同項 において準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの
期間） 

四　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画
につき同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新
たに同条第二項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この
号において「国際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた
地区については、当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 
の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当
該期間内に同条第八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しな
いこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 にお
いて準用する同条第五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

五　法第四十二条の九第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化
特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供
する設備の新設又は増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二
第一項 に規定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第
五十五条第四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当す
ることとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五
十五条の三第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつ
た事業についてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十
五条の二第五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの
期間（当該期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更に
より当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当
該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五
条の三第一項 の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業に
ついては当該初日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五
十五条の二第五項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 
の規定により同法第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認
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資料編

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第二十七条の九 　法第四十二条の九第一項 に規定する政令で定める期間は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 
一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号

の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第六条第一項 に規定する観光地形成促進計画につき同条
第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第
二項第二号 に規定する観光地形成促進地域（以下この号において「観光地
形成促進地域」という。）に該当することとなつた地区については、当該変更
につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出のあつた
日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第八項 
の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、
当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五項 の規
定による提出のあつた日までの期間） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第二十八条第一項 に規定する情報通信産業振興計画につ
き同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに
同条第二項第二号 に規定する情報通信産業振興地域（以下この号において

「情報通信産業振興地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出
のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条
第八項 の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区につ
いては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五
項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進
計画につき同条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更によ
り新たに同条第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以
下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当するこ
ととなつた地区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同

租税特別措置法施行令　
条第四項 の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日まで
の期間（当該期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進
地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更
につき同項 において準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの
期間） 

四　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画
につき同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新
たに同条第二項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この
号において「国際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた
地区については、当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 
の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当
該期間内に同条第八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しな
いこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 にお
いて準用する同条第五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

五　法第四十二条の九第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化
特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供
する設備の新設又は増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二
第一項 に規定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第
五十五条第四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当す
ることとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五
十五条の三第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつ
た事業についてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十
五条の二第五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの
期間（当該期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更に
より当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当
該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五
条の三第一項 の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業に
ついては当該初日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五
十五条の二第五項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 
の規定により同法第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認

２ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控
除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人
税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場
合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相
当する金額（当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につ
き前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除さ
れる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控
除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

３ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開
始の日前四年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に
該当する場合には、当該連結事業年度（以下この項において「四年以内連
結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出（四
年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人
による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書の提出）をして
いる場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。）における税額控
除限度額（当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第
一項に規定する税額控除限度額（当該法人に係るものに限る。以下この項に
おいて「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第一項の規定（連
結税額控除限度額については、同条第一項の規定）による控除をしてもなお
控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において調整前
法人税額から控除された金額（既に同条第二項の規定により四年以内連結事
業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含
む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、当該控除
済金額を控除した残額）の合計額をいう。

（４項略） 
５ 　第一項の規定は、確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加

させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は
更正請求書を含む。）に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取
得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類
の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控
除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等
に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。 

６ 　第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一
号 に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細
書の添付がある場合（第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人

については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に
規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年
度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）
の同法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後
の各事業年度にあつては、同条第三十一号 の確定申告書）に第六十八条の
十三第二項 に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場
合）で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書
等（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請
求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項
の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控
除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があ
る場合に限り、適用する。

（７項、8 項略） 
９ 　第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定地域における工業用機械等の特別償却） 
第四十五条 　青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の
各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業
の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、
当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産（同表の他の
号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。）
を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当
該法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得した当該
工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区
内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特
別措置法第三十五条の三第五項 に規定する認定事業者が当該事業の用に供した
場合に限る。）は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却
限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該
工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機械等の取得
価額（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第
一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第
二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それ
ぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得
価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうち
に占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計
算した金額をいう。）との合計額とする。

(2 項 3 項略）
４ 　第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合につ

いて準用する。 
 

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第六十条 　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の
表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの（当該各号の上欄に規定する提出の
日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務

所を有するものに限る。）が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から同日
以後十年を経過する日までの期間（当該内国法人が合併により設立された法人であ
る場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間）内に
終了する事業年度に限る。）において、当該地区内において行われる当該各号の
下欄に掲げる事業（当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事
業として政令で定める事業を含む。）に係る所得の金額として政令で定める金額を有
する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特
別措置法第五十六条第一項 の規定による認定を同法第五十五条第一項 の
規定による指定の日から平成三十一年三月三十一日までの間に受けた法人に
該当するもの（当該指定の日以後に設立された法人で、同項 の規定により経
済金融活性化特別地区として指定された地区（同条第四項 又は第五項 の規
定により変更があつたときは、その変更後の地区）内に本店又は主たる事務所
を有するものに限る。）が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から
同日以後十年を経過する日までの期間（当該内国法人が合併により設立された
法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定め
る期間）内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事
業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金
額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年
度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の
事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する
割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当
該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

３ 　前二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用
しない。 

一 　第四十二条の九第一項又は第二項の規定 
二 　第四十五条の規定 
三 　第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定 

四 　第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項
又は第十二項の規定 

４ 　第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の
確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関
する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入され
る金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合
において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係る
その損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。 

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合
においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があ
ると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合
に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。 

６ 　第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額
に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 の規定の適
用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。 

７ 　第一項の表の各号の中欄に掲げる地区又は第二項に規定する経済金融活性
化特別地区として指定された地区に変更があつた場合における第一項に規定
する提出の日又は第二項に規定する指定の日、これらの規定の適用を受けた
法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。 

地　　区 割　　合事　　業 資　　産
一　沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地
形成促進計画において同法第六条第二項第二号に規定す
る観光地形成促進地域として定められている地区

同法第八条第一項に規定する
特定民間観光関連施設の設置
又は運営に関する事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備並びに構築物
については、百分の八）

当該特定民間観光関連施設に含まれる機
械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物のうち、政令で定めるもの

地区又は地域 割　　合事　　業 資　　産

二　沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提
出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五
条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地
域として定められている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の三十四（建物及び
その附属設備については、
百分の二十）

機械及び装置、器具及び備品（専ら開発研
究の用に供されるものその他の政令で定め
るものに限る。）並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

三　沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国
際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項
第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定めら
れている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の五十（建物及びそ
の附属設備については、百
分の二十五）

機械及び装置並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

四　沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済
金融活性化特別地区として指定された地区

同法第五十五条の四に規定す
る認定経済金融活性化計画に
記載された同法第五十五条の
二第二項第二号に規定する特
定経済金融活性化産業に属す
る事業

百分の五十（建物及びそ
の附属設備については、百
分の二十五）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）並びに建物及びその附
属設備

五　沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 百分の八政令で定める建物及びその附属設備

三　沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提
出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五
条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地
域として定められている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置、器具及び備品（専ら開発研
究の用に供されるものその他の政令で定め
るものに限る。）並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

四　沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国
際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項
第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定めら
れている地区

製造の事業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置並びに工場用の建物その他
政令で定める建物及びその附属設備

五　沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済
金融活性化特別地区として指定された地区

同法第五十五条の四に規定す
る認定経済金融活性化計画に
記載された同法第五十五条の
二第二項第二号に規定する特
定経済金融活性化産業に属す
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備については、百
分の八）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）並びに建物及びその附
属設備

二　沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報
通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第二号に
規定する情報通信産業振興地域として定められている地区

電気通信業その他政令で定め
る事業

百分の十五（建物及びそ
の附属設備並びに構築物
については、百分の八）

機械及び装置、器具及び備品（財務省令で
定めるものに限る。）、政令で定める建物及び
その附属設備並びに政令で定める構築物

法　　人 地　　区 事　　業

一　沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を
同法第二十八条第五項の規定による提出の日から平成三
十一年三月三十一日までの間に受けた法人

同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計
画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通
信産業特別地区として定められている地区

同法第三十条第一項に規定する特定情報
通信事業

二　沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を
同法第四十一条第五項の規定による提出の日から平成三十
一年三月三十一日までの間に受けた法人

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集
積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国
際物流拠点産業集積地域として定められている地区

同法第四十四条第一項に規定する特定国
際物流拠点事業

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 
第二十七条の九 　法第四十二条の九第一項 に規定する政令で定める期間は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 
一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号

の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第六条第一項 に規定する観光地形成促進計画につき同条
第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第
二項第二号 に規定する観光地形成促進地域（以下この号において「観光地
形成促進地域」という。）に該当することとなつた地区については、当該変更
につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出のあつた
日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第八項 
の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、
当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五項 の規
定による提出のあつた日までの期間） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第二十八条第一項 に規定する情報通信産業振興計画につ
き同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに
同条第二項第二号 に規定する情報通信産業振興地域（以下この号において

「情報通信産業振興地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出
のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条
第八項 の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区につ
いては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第五
項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進
計画につき同条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更によ
り新たに同条第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以
下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当するこ
ととなつた地区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同

条第四項 の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日まで
の期間（当該期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進
地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更
につき同項 において準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの
期間） 

四　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号
の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合　沖縄
振興特別措置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画
につき同条第五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新
たに同条第二項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この
号において「国際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた
地区については、当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 
の規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当
該期間内に同条第八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しな
いこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 にお
いて準用する同条第五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

五　法第四十二条の九第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化
特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供
する設備の新設又は増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二
第一項 に規定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第
五十五条第四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当す
ることとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五
十五条の三第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつ
た事業についてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十
五条の二第五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの
期間（当該期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更に
より当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当
該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五
条の三第一項 の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業に
ついては当該初日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五
十五条の二第五項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 
の規定により同法第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認
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定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。） 
２ 　法第四十二条の九第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める

規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模の
ものとする。 

一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の設備
（同欄に規定する特定民間観光関連施設（風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第二条第一項 に規定する風俗営業及び同条第五項 に
規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用につい
て一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設
として財務省令で定めるものを除く。）のうち沖縄振興特別措置法第六条第二
項第三号 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令
で定めるもの（以下この号及び次項において「対象施設」という。）に含まれる
ものに限る。）で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物（当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象
施設に含まれる部分に限る。）の取得価額（法人税法施行令第五十四条第一
項 各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。）の
合計額が千万円を超えるもの（次項において「特定の設備」という。） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業
　　次に掲げるいずれかの規模のもの

イ　一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同
じ。）で、これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一
号 から第七号 までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円
を超えるもの

ロ　機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十二条の九第一項 の表の
第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生
産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

３ 　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに
構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。 

４ 　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事
業は、情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業（次項第一
号において「情報記録物製造業」という。）、映画、放送番組その他影像又
は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるも
のの制作の事業（放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映
画・ビデオ制作業」という。）、放送業（有線放送業を含む。次項第四号にお
いて同じ。）、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別
措置法第三条第六号 に規定するインターネット付随サービス業（次項第五号に
おいて「インターネット付随サービス業」という。）並びに同条第八号 に規定す
る情報通信技術利用事業（次項第六号において「情報通信技術利用事業」
という。）とする。 

５ 　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建
物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号
に定める建物及び構築物とする。 

一　情報記録物製造業　工場用の建物（当該工場用の建物と併せて取得し、又
は建設する研究所用の建物を含む。） 

二　電気通信業　電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアン
テナその他の財務省令で定める構築物 

三　映画・ビデオ制作業　前項に規定する制作の用に供される建物 
四　放送業　放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物

並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物 
五　ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業

　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
六　情報通信技術利用事業　事務所用又は作業場用の建物 
６ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。 

７ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品と
する。 

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ　専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 　道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサ

ルタント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建

物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 

一　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四　デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作業

場用の建物 
五　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行
令第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。 

１０　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に
定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物と
する。 

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

（11 項、12 項略） 

（特定地域における工業用機械等の特別償却） 
第二十八条の九 　法第四十五条第一項 に規定する政令で定める期間は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 

（一号略）
二　法第四十五条第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第

二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同
条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更により新たに同条
第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以下この号にお
いて「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当することとなつた地
区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同条第四項 の
規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当し
ないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 に
おいて準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十五条第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第
二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第
五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第二
項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この号において「国
際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出の
あつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第
八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区に
ついては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第
五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

四　法第四十五条第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別
地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設
備の新増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項 に規
定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第五十五条第
四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた
地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三
第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業につ
いてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第
五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更により当該経済
金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日
からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項 
の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初
日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第五
項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 の規定により同法
第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された
場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。） 

五　法第四十五条第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特
別措置法施行令第一条 に規定する島として定められた日又は同条 の規定によ
る指定の日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の
第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の
初日からその該当しないこととなつた日までの期間） 

２ 　法第四十五条第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模
のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものと

する。 
一　法第四十五条第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設

備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。）で、
これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一号 から第七号 
までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。）の取得価額の合計額が
二千万円を超えるもの 

二　法第四十五条第一項 の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業　
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ　一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額

が千万円を超えるもの
ロ　機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十五条第一項 の表の第三

号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生産等
設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

三　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設
備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超える
もの 

（3 項～ 5 項略）
６ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。 

７ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。 

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ　専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二　道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサル

タント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 
一 　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 　デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作

業場用の建物 
五 　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六 　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令
第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。 

１０ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号
に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建
物とする。 

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　 機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物 
１１　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用
建物とする。 

（12 項～ 25 項略） 

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第三十六条 　法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法
人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項
の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つて
いた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で
定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数（百二十月から当該被合併
法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で
定める期間の月数を控除した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 
２ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号

に定める事業とする。 
一　法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に

掲げる事業が行われる場合　沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項
第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業 

二　法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に
掲げる事業が行われる場合　当該地区において行われる事業が沖縄振興特
別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいず
れに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業 

３ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄
に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業（次項において「特定事
業」という。）により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課
税標準となるべき当該事業年度の所得の金額（第七項において「軽減対象
所得金額」という。）に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年
度の所得の金額（以下この項及び第七項において「全所得金額」という。）
を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 

４ 　前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規
定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき
業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連し
て生じたものの額（以下この項において「共通費用の額」という。）があるときは、
当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特
定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上
の損金の額として配分するものとする。 

５ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併
により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定
する経済金融活性化特別地区として指定された地区（以下この項及び第八項
において「経済金融活性化特別地区」という。）内において沖縄振興特別措
置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を
行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条
第二項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月
数（百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当
該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除
した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 

６ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該
事業年度の所得の金額とする。 

７ 　第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金
額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、
第六十六条の七第三及び第六項項並びに第六十六条の九の三第三項及び
第六項並びに法人税法第二十七条、第四十条、第四十一条、第五十七条
第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十
一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項

（適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限
る。）、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六
十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人
税法施行令の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第百六号）附則第
五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支
出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。 

８ 　法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項
の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内に
おいて常時使用する従業員（当該内国法人の役員（法人税法第二条第十
五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。）と財務省令で定める
特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を
除く。以下この項において同じ。）の数の当該内国法人の同日における常時使
用する従業員の総数に対する割合とする。 

９ 　法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条
第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれら
の地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用につい
ては、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、
その新たに該当することとなつた日とする。 

１０　法第六十条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額
の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税
法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 

１１　第八項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六
十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

資料編

定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。） 
２ 　法第四十二条の九第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める

規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模の
ものとする。 

一　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の設備
（同欄に規定する特定民間観光関連施設（風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第二条第一項 に規定する風俗営業及び同条第五項 に
規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用につい
て一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設
として財務省令で定めるものを除く。）のうち沖縄振興特別措置法第六条第二
項第三号 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令
で定めるもの（以下この号及び次項において「対象施設」という。）に含まれる
ものに限る。）で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物（当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象
施設に含まれる部分に限る。）の取得価額（法人税法施行令第五十四条第一
項 各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。）の
合計額が千万円を超えるもの（次項において「特定の設備」という。） 

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業
　　次に掲げるいずれかの規模のもの

イ　一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同
じ。）で、これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一
号 から第七号 までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円
を超えるもの

ロ　機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十二条の九第一項 の表の
第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生
産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

３ 　法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに
構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。 

４ 　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事
業は、情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業（次項第一
号において「情報記録物製造業」という。）、映画、放送番組その他影像又
は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるも
のの制作の事業（放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映
画・ビデオ制作業」という。）、放送業（有線放送業を含む。次項第四号にお
いて同じ。）、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別
措置法第三条第六号 に規定するインターネット付随サービス業（次項第五号に
おいて「インターネット付随サービス業」という。）並びに同条第八号 に規定す
る情報通信技術利用事業（次項第六号において「情報通信技術利用事業」
という。）とする。 

５ 　法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建
物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号
に定める建物及び構築物とする。 

一　情報記録物製造業　工場用の建物（当該工場用の建物と併せて取得し、又
は建設する研究所用の建物を含む。） 

二　電気通信業　電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアン
テナその他の財務省令で定める構築物 

三　映画・ビデオ制作業　前項に規定する制作の用に供される建物 
四　放送業　放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物

並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物 
五　ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業

　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
六　情報通信技術利用事業　事務所用又は作業場用の建物 
６ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。 

７ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品と
する。 

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ　専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 　道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサ

ルタント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 　法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建

物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 

一　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四　デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作業

場用の建物 
五　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行
令第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。 

１０　法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に
定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物と
する。 

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

（11 項、12 項略） 

（特定地域における工業用機械等の特別償却） 
第二十八条の九 　法第四十五条第一項 に規定する政令で定める期間は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 

（一号略）
二　法第四十五条第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第

二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同
条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更により新たに同条
第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以下この号にお
いて「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当することとなつた地
区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同条第四項 の
規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当し
ないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 に
おいて準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

三　法第四十五条第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第
二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第
五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第二
項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この号において「国
際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出の
あつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第
八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区に
ついては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第
五項 の規定による提出のあつた日までの期間） 

四　法第四十五条第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別
地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設
備の新増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項 に規
定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第五十五条第
四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた
地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三
第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業につ
いてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第
五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更により当該経済
金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日
からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項 
の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初
日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第五
項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 の規定により同法
第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された
場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。） 

五　法第四十五条第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特
別措置法施行令第一条 に規定する島として定められた日又は同条 の規定によ
る指定の日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の
第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の
初日からその該当しないこととなつた日までの期間） 

２ 　法第四十五条第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模
のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものと

する。 
一　法第四十五条第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設

備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。）で、
これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一号 から第七号 
までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。）の取得価額の合計額が
二千万円を超えるもの 

二　法第四十五条第一項 の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業　
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ　一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額

が千万円を超えるもの
ロ　機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十五条第一項 の表の第三

号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生産等
設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

三　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設
備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超える
もの 

（3 項～ 5 項略）
６ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。 

７ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。 

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ　専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二　道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサル

タント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 
一 　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 　デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作

業場用の建物 
五 　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六 　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令
第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。 

１０ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号
に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建
物とする。 

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　 機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物 
１１　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用
建物とする。 

（12 項～ 25 項略） 

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第三十六条 　法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法
人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項
の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つて
いた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で
定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数（百二十月から当該被合併
法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で
定める期間の月数を控除した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 
２ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号

に定める事業とする。 
一　法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に

掲げる事業が行われる場合　沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項
第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業 

二　法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に
掲げる事業が行われる場合　当該地区において行われる事業が沖縄振興特
別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいず
れに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業 

３ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄
に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業（次項において「特定事
業」という。）により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課
税標準となるべき当該事業年度の所得の金額（第七項において「軽減対象
所得金額」という。）に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年
度の所得の金額（以下この項及び第七項において「全所得金額」という。）
を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 

４ 　前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規
定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき
業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連し
て生じたものの額（以下この項において「共通費用の額」という。）があるときは、
当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特
定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上
の損金の額として配分するものとする。 

５ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併
により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定
する経済金融活性化特別地区として指定された地区（以下この項及び第八項
において「経済金融活性化特別地区」という。）内において沖縄振興特別措
置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を
行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条
第二項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月
数（百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当
該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除
した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 

６ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該
事業年度の所得の金額とする。 

７ 　第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金
額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、
第六十六条の七第三及び第六項項並びに第六十六条の九の三第三項及び
第六項並びに法人税法第二十七条、第四十条、第四十一条、第五十七条
第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十
一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項

（適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限
る。）、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六
十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人
税法施行令の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第百六号）附則第
五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支
出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。 

８ 　法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項
の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内に
おいて常時使用する従業員（当該内国法人の役員（法人税法第二条第十
五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。）と財務省令で定める
特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を
除く。以下この項において同じ。）の数の当該内国法人の同日における常時使
用する従業員の総数に対する割合とする。 

９ 　法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条
第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれら
の地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用につい
ては、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、
その新たに該当することとなつた日とする。 

１０　法第六十条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額
の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税
法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 

１１　第八項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六
十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。）
２ 法第四十二条の九第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める

規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模の
ものとする。

一 法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の設備
（同欄に規定する特定民間観光関連施設（風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第二条第一項 に規定する風俗営業及び同条第五項 に
規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用につい
て一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設
として財務省令で定めるものを除く。）のうち沖縄振興特別措置法第六条第二
項第三号 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令
で定めるもの（以下この号及び次項において「対象施設」という。）に含まれる
ものに限る。）で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物（当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象
施設に含まれる部分に限る。）の取得価額（法人税法施行令第五十四条第一
項 各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。）の
合計額が千万円を超えるもの（次項において「特定の設備」という。）

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同

じ。）で、これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一
号 から第七号 までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円
を超えるもの

ロ 機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十二条の九第一項 の表の
第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生
産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

３ 法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに
構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。

４ 法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事
業は、情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業（次項第一
号において「情報記録物製造業」という。）、映画、放送番組その他影像又
は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるも
のの制作の事業（放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映
画・ビデオ制作業」という。）、放送業（有線放送業を含む。次項第四号にお
いて同じ。）、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別
措置法第三条第六号 に規定するインターネット付随サービス業（次項第五号に
おいて「インターネット付随サービス業」という。）並びに同条第八号 に規定す
る情報通信技術利用事業（次項第六号において「情報通信技術利用事業」
という。）とする。

５ 法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建
物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号
に定める建物及び構築物とする。

一 情報記録物製造業　工場用の建物（当該工場用の建物と併せて取得し、又
は建設する研究所用の建物を含む。）

二 電気通信業　電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアン
テナその他の財務省令で定める構築物 

三　映画・ビデオ制作業　前項に規定する制作の用に供される建物 
四 放送業　放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物

並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物 
五 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業

　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
六　情報通信技術利用事業　事務所用又は作業場用の建物 
６ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。

７ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品と
する。

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ 専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサ

ルタント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建

物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

一　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作業

場用の建物 
五 自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行
令第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。

１０ 法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に
定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物と
する。

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

（11 項、12 項略）

（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第二十八条の九 法第四十五条第一項 に規定する政令で定める期間は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

（一号略）
二 法第四十五条第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第

二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同
条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更により新たに同条
第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以下この号にお
いて「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当することとなつた地
区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同条第四項 の
規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当し
ないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 に
おいて準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの期間）

三 法第四十五条第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第
二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第
五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第二
項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この号において「国
際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出の
あつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第
八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区に
ついては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第
五項 の規定による提出のあつた日までの期間）

四 法第四十五条第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別
地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設
備の新増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項 に規
定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第五十五条第
四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた
地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三
第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業につ
いてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第
五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更により当該経済
金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日
からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項 
の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初
日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第五
項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 の規定により同法
第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された
場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。）

五 法第四十五条第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特
別措置法施行令第一条 に規定する島として定められた日又は同条 の規定によ
る指定の日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の
第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の
初日からその該当しないこととなつた日までの期間）

２ 法第四十五条第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模
のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものと

する。
一 法第四十五条第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設

備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。）で、
これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一号 から第七号 
までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。）の取得価額の合計額が
二千万円を超えるもの

二 法第四十五条第一項 の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業　
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額

が千万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十五条第一項 の表の第三

号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生産等
設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

三 法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設
備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超える
もの

（3 項～ 5 項略）
６ 法第四十五条第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。

７ 法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ 専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサル

タント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作

業場用の建物 
五 　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六 　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 法第四十五条第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令
第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。

１０ 法第四十五条第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号
に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建
物とする。

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　 機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物 
１１ 法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用
建物とする。

（12 項～ 25 項略）

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第三十六条 　法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法
人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項
の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つて
いた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で
定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数（百二十月から当該被合併
法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で
定める期間の月数を控除した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。
２ 法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号

に定める事業とする。
一　法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に

掲げる事業が行われる場合　沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項
第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業 

二　法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に
掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特
別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいず
れに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業 

３ 法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄
に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業（次項において「特定事
業」という。）により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課
税標準となるべき当該事業年度の所得の金額（第七項において「軽減対象
所得金額」という。）に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年
度の所得の金額（以下この項及び第七項において「全所得金額」という。）
を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。

４ 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規
定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき
業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連し
て生じたものの額（以下この項において「共通費用の額」という。）があるときは、
当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特
定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上
の損金の額として配分するものとする。

５ 法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併
により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定
する経済金融活性化特別地区として指定された地区（以下この項及び第八項
において「経済金融活性化特別地区」という。）内において沖縄振興特別措
置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を
行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条
第二項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月
数（百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当
該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除
した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。

６ 法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該
事業年度の所得の金額とする。

７ 第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金
額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、
第六十六条の七第三及び第六項項並びに第六十六条の九の三第三項及び
第六項並びに法人税法第二十七条、第四十条、第四十一条、第五十七条
第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十
一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項

（適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限
る。）、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六
十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人
税法施行令の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第百六号）附則第
五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支
出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。

８ 法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項
の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内に
おいて常時使用する従業員（当該内国法人の役員（法人税法第二条第十
五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。）と財務省令で定める
特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を
除く。以下この項において同じ。）の数の当該内国法人の同日における常時使
用する従業員の総数に対する割合とする。

９ 法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条
第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれら
の地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用につい
ては、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、
その新たに該当することとなつた日とする。

１０ 法第六十条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額
の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税
法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

１１ 第八項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六
十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

資料編

定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。）
２ 法第四十二条の九第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める

規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模の
ものとする。

一 法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の設備
（同欄に規定する特定民間観光関連施設（風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第二条第一項 に規定する風俗営業及び同条第五項 に
規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用につい
て一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設
として財務省令で定めるものを除く。）のうち沖縄振興特別措置法第六条第二
項第三号 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令
で定めるもの（以下この号及び次項において「対象施設」という。）に含まれる
ものに限る。）で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並び
に構築物（当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象
施設に含まれる部分に限る。）の取得価額（法人税法施行令第五十四条第一
項 各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。）の
合計額が千万円を超えるもの（次項において「特定の設備」という。）

二　法第四十二条の九第一項 の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同

じ。）で、これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一
号 から第七号 までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円
を超えるもの

ロ 機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十二条の九第一項 の表の
第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生
産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

３ 法第四十二条の九第一項 の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに
構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。

４ 法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事
業は、情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業（次項第一
号において「情報記録物製造業」という。）、映画、放送番組その他影像又
は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるも
のの制作の事業（放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映
画・ビデオ制作業」という。）、放送業（有線放送業を含む。次項第四号にお
いて同じ。）、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別
措置法第三条第六号 に規定するインターネット付随サービス業（次項第五号に
おいて「インターネット付随サービス業」という。）並びに同条第八号 に規定す
る情報通信技術利用事業（次項第六号において「情報通信技術利用事業」
という。）とする。

５ 法第四十二条の九第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建
物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号
に定める建物及び構築物とする。

一 情報記録物製造業　工場用の建物（当該工場用の建物と併せて取得し、又
は建設する研究所用の建物を含む。）

二 電気通信業　電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアン
テナその他の財務省令で定める構築物 

三　映画・ビデオ制作業　前項に規定する制作の用に供される建物 
四 放送業　放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物

並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物 
五 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業

　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
六　情報通信技術利用事業　事務所用又は作業場用の建物 
６ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。

７ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるも
のは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品と
する。

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ 専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサ

ルタント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 法第四十二条の九第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建

物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

一　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作業

場用の建物 
五　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事

業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行
令第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。

１０ 法第四十二条の九第一項 の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に
定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物と
する。

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

（11 項、12 項略）

（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第二十八条の九 法第四十五条第一項 に規定する政令で定める期間は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

（一号略）
二 法第四十五条第一項 の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第

二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第三十五条第一項 に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同
条第四項 の規定による提出のあつた日（同条第七項 の変更により新たに同条
第二項第二号 に規定する産業高度化・事業革新促進地域（以下この号にお
いて「産業高度化・事業革新促進地域」という。）に該当することとなつた地
区については、当該変更につき同条第七項 において準用する同条第四項 の
規定による提出のあつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同条第七項 の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当し
ないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項 に
おいて準用する同条第四項 の規定による提出のあつた日までの期間）

三 法第四十五条第一項 の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第
二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特別措
置法第四十一条第一項 に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第
五項 の規定による提出のあつた日（同条第八項 の変更により新たに同条第二
項第二号 に規定する国際物流拠点産業集積地域（以下この号において「国
際物流拠点産業集積地域」という。）に該当することとなつた地区については、
当該変更につき同条第八項 において準用する同条第五項 の規定による提出の
あつた日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同条第
八項 の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区に
ついては、当該期間の初日から当該変更につき同項 において準用する同条第
五項 の規定による提出のあつた日までの期間）

四 法第四十五条第一項 の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別
地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設
備の新増設をする場合　沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項 に規
定する経済金融活性化計画の同条第五項 の認定の日（同法第五十五条第
四項 の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた
地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三
第一項 の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業につ
いてはその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第
五項 の認定の日とする。）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該
期間内に同法第五十五条第四項 又は第五項 の解除又は変更により当該経済
金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日
からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項 
の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初
日からその変更に係る同条第二項 において準用する同法第五十五条の二第五
項 の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項 の規定により同法
第五十五条の四 に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された
場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。）

五 法第四十五条第一項 の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合　沖縄振興特
別措置法施行令第一条 に規定する島として定められた日又は同条 の規定によ
る指定の日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の
第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の
初日からその該当しないこととなつた日までの期間）

２ 法第四十五条第一項 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模
のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものと

する。 
一　法第四十五条第一項 の表の第一号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設

備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。）で、
これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一号 から第七号 
までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。）の取得価額の合計額が
二千万円を超えるもの 

二　法第四十五条第一項 の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業　
次に掲げるいずれかの規模のもの
イ　一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額

が千万円を超えるもの
ロ　機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十五条第一項 の表の第三

号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置）で、一の生産等
設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

三　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に掲げる事業　一の生産等設
備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超える
もの 

（3 項～ 5 項略）
６ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、
経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号 に掲げるエ
ンジニアリング業（次項第一号において「エンジニアリング業」という。）、自然
科学研究所に属する事業、同条第八号 に掲げる電気業（次項第一号におい
て「電気業」という。）、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号 に掲げ
る研究開発支援検査分析業（次項第一号及び第八項第六号において「研究
開発支援検査分析業」という。）とする。 

７ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。 

一　製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、
電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業　次に掲
げる器具及び備品
イ　専ら開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企

業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究を
いう。）の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

ロ　電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二　道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサル

タント業　前号ロに掲げる器具及び備品 
８ 　法第四十五条第一項 の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 
一 　道路貨物運送業　車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 
二 　倉庫業及びこん包業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　卸売業　作業場用、倉庫用又は展示場用の建物 
四 　デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業　事務所用又は作

業場用の建物 
五 　自然科学研究所に属する事業　研究所用の建物 
六 　研究開発支援検査分析業　事務所用、作業場用又は研究所用の建物 
９ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令
第四条の二第五号 に掲げる無店舗小売業（次項第一号において「無店舗
小売業」という。）、同条第六号 に掲げる機械等修理業（次項第二号におい
て「機械等修理業」という。）、同条第七号 に掲げる不動産賃貸業（次項第
三号において「不動産賃貸業」という。）及び同条第九号 に掲げる航空機整
備業（次項第四号において「航空機整備業」という。）とする。 

１０ 　法第四十五条第一項 の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建
物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号
に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建
物とする。 

一 　無店舗小売業　事務所用、作業場用又は倉庫用の建物 
二　 機械等修理業　作業場用又は倉庫用の建物 
三 　不動産賃貸業　倉庫用の建物 
四 　航空機整備業　事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物 
１１　法第四十五条第一項 の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業

は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用
建物とする。 

（12 項～ 25 項略） 

（第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例）
第三十六条 　法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法
人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項
の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つて
いた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で
定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数（百二十月から当該被合併
法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で
定める期間の月数を控除した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 
２ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号

に定める事業とする。 
一　法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に

掲げる事業が行われる場合　沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項
第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業 

二　法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に
掲げる事業が行われる場合　当該地区において行われる事業が沖縄振興特
別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいず
れに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業 

３ 　法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄
に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業（次項において「特定事
業」という。）により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課
税標準となるべき当該事業年度の所得の金額（第七項において「軽減対象
所得金額」という。）に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年
度の所得の金額（以下この項及び第七項において「全所得金額」という。）
を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 

４ 　前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規
定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき
業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連し
て生じたものの額（以下この項において「共通費用の額」という。）があるときは、
当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特
定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上
の損金の額として配分するものとする。 

５ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併
により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定
する経済金融活性化特別地区として指定された地区（以下この項及び第八項
において「経済金融活性化特別地区」という。）内において沖縄振興特別措
置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を
行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条
第二項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月
数（百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当
該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除
した月数をいう。）を経過する日までの期間とする。 

６ 　法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該
事業年度の所得の金額とする。 

７ 　第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金
額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、
第六十六条の七第三及び第六項項並びに第六十六条の九の三第三項及び
第六項並びに法人税法第二十七条、第四十条、第四十一条、第五十七条
第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十
一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項

（適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限
る。）、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六
十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人
税法施行令の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第百六号）附則第
五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支
出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。 

８ 　法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項
の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内に
おいて常時使用する従業員（当該内国法人の役員（法人税法第二条第十
五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。）と財務省令で定める
特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を
除く。以下この項において同じ。）の数の当該内国法人の同日における常時使
用する従業員の総数に対する割合とする。 

９ 　法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条
第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれら
の地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用につい
ては、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、
その新たに該当することとなつた日とする。 

１０　法第六十条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額
の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税
法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 

１１　第八項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六
十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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